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別肥雛式第10 ("11条関係） 9再耽鰄先の業姦内溶 瀧業

人
脈
縦
公
公10両耽柵先における地位

'1

1

ll求 鞭 の 承 縄 の 有 無

12富民人獄交流センターの援助の有無

ロ有 回無管理聯職員であった者が再就職した場合の届出 ‘
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） ． nvr 向.無霞

13官民人材交流センター以外の媛助

（■腐民人材交流センター以外の援助がなかった珊合）■■■年■■"■■ロ

|"#:鰯"" ’
内閣総馳大臣 殿

援助の内騨援助の内騨

’佼 所

氏 端

砿纈器･号．
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三 6雀ヤ塞辱

’
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1劃家公務側法（昭和翠年法↑lW1209)"106条の24"2項の魏定により、次のとおり
脇け出ます。
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1離職前の求猟IIW始日 H 年 ノリ 日

（図難聴前の求恥llll始Iﾖがなかった鍋合）

5離輪袖の求鞭IⅢ始日から離嗽日までのIIIlの鞭員としての在職状況及び職務内容
呼尹 駒滝存 詞
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6雛 職 日 11 30 ¥ 1 月 22 日 ．､喝

|「 I承ロ7再 就 臓 日 I1 30 ¥ 3 " 8 R

3再就賊先 の

鍋称及び辿籍先

再就恢先の忽称： 堺公雁役Mル

再就識先の述絡先
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’
9再就縦先の推務内容 公硴雛務別肥撒式節10("11*IMI係）

1O杯脆職先における地位 公派人
1

1

’

ll求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 12 '#民人糾.交流センターの擬助の祁無 口有 回無

13官民人材交流センター以外の扱助

（■宮民人材交流センター以外の援助がなかった場合）■ 年■■月■■、
内閣総理大臣 殿 援助の内馨

’伐 所

氏 鍋

碓膳稀号

洲崎秀雄

’
二・． 唾＝ 旬画 ヒエ

圃家公職風法（昭和”年獅|"120'W･)"106乗の24"2菰の規定により、次のとおり
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6 1雄 聯 日
了■＝目 一弓目回ロー旦宴

縦 日榊
一
柳
名

耽
一
就
榊 I

【銅主紅丑f二二三二厘目垂弓呈‘Jで吾墨三.…＝程室晶P~宝職先の

び辿緒先
Ｗ
Ⅷ
臼
■
毎
叩
１
‐
】

Ｉ
再臘I畑先の巡籍先

一一 一

薑蟹割

鯛唾喜 一宅＝



別紙櫛式10別紙椎式10

１

１

9秤就職先の案務廠容 公師業務 ．別記雛式第10 ("11条関係）

10両眺鞭先における地位 公脈人 ｡

’
I‘l求 縦 の 承 鵬 の 有 例碓

β6，■ 口禰 回無
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 12憎民人材交流センターの擾助の禰無 ロ櫛 回無．

13博民人材交流センター以外の援助

（■術民人材交流センクー以外の援助がなかった泌合）■■■年■■卿■■ロ
（ふりがな）

援助砥の氏晶又は墹称

内側総理大臣 殿 援助の内癖援助の内癖

’住 所

氏 名

拡話稀号

■■｣■■一

松並孝二 e

’

国蹴公務風法（昭和22ｲ|言法撒蛎120冊）”06条の2!l"2噸の規定に‘にり、狭のと媚り
届け出ます。
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4離職前の求聴l1ll始日

5離職伽の求職朋始日から離脈日までの側のⅧ貝としての在臓状況及び縦務内霧

職務内容在臓期ⅢI所鵬・官職
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’6雛 撤 日 Ⅱ”娠 1 月 22 日

7再 就 聴 日 11 30 ¥ 4 月 1 日

再就脈先の鵡称； 池鍵公縦役堀8再就聯先の

名称及び辿維先

’
仰就鞭先の辿絡先：
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別記微式鰯10（第11条関係） 9再就職先の業務内容 公証業務
■■■■■■■■■■■■■■■■■

公証人10再就轍先における地位

ll求 職 の 承 蝿 の 有 無

】2官民人材交流センターの援助の有無

口有 回無管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 口有 回無

13官民人材交流センター以外の援助

（■噌民人材交流ｾﾝﾀｰ以外の援助がなかった珊合）■■■年■■月■■ロ
（ふりがな）

援助者の氏名又は名称

内閣総理大臣 殿
援助の内容援助の内容

住 所

氏 翁

fIE話番号

國分敬一

国家公務貝法（昭和22年法律第120号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

←

一

1 （ ふ り がな ）

氏 名
I■■■■■■■■■■■■
國分敬一 ．

2生 年 》1 日 ■■年■■月■■同
3雛職時の宵職 松江地方検察庁検那正

べ い

4離職前の求職開始日 H 年 月 日

（日離職前の求職開始日がなかった場合）
穴

5離職前の求職I削始ロから躍職日までの間の職負としての在職状況及び職務内容

イ

所腐・官職

'。 ’

|＝ ’

在職期間、

自H 年 月 日

至H 年 月 日

自 I1 年 月 日

至Ⅱ 年 月 ロ

自H 年 月 日

至H 年 月 日

’

’

職務内容

ノ、

一

Iヨ Ⅱ 年 月 日

至II 年 月 日

6砿 職 日 H 30 年 4 月 11 日 ‘.

7再 戟 職 日 H 30 年 6 月 10 日 。

8秤就恥 先 の

名称及び連絡先

再就職先の名称： 熱田公証役柵

再就職先の連絡先： ■■■■■
■■■■■



’
別肥搬式鋪10（露11条IMI|係） 9再就轍先の業務内容 公疵樂務

一

公雅人10再就轍先における地位

’
11求 轍 の 湫 潔 の 浦 無

12官民人材交流センクーの援助の禰無

管理職職員であった者が再就恥した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

口有 回撫

口称 回無 、

13官民人,僻交流センター以外の援助

（■官民人材交流世ンター以外の擢肋がなかった鳩合）■■ I隼■■月■■卿

|"縦駕蝿" ’
（ふりがな）

援助巻の氏墹又は端称

内IMI総理大臣 殿
援助の内容援助の内容

由一一

住 所

氏 燗

葹話稀号

玉吐俊二

’

国家公務員法（昭和22年法維第|120号)"106条の21"2噸の規定により．次のとおり
鰯け出ます。
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氏 鍋
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4離職前の求轍IⅢ始I] 11 30 年 1 " 23 H

〈口難聴肋の求職1M始I］がなかった場合）

5離縦前の求臓Ⅲl始ロから離馳日までの側の職負としての在職状況及び臓務内癖
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6雛 聯 11 30 年 6 月 25 IJ11 ，

7秤 就 職 ロ 11 30 fia 7 月 9 日， 衛ﾁー －一

8再就猟先の

鍋称及び辿茄先

再就職先の名称: 平好町公砿役鵬 唾

博就赦先の巡脇先



別記微式第10(第1】条閲係） 9再就職先の業務内容
寺

公証業務 咳

公艇人 ．10再既職先における地位

11求 職 の 承 泌 の 有 無

12官民人材交流センターの援助の有無

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

口有 田無

口有 回無

13官民人材交流センター以外の援助

（■官民人材交流センター以外の援助がなかった場合）■■■隼■■月■■同
（ふりがな）

援助者の氏名又は名称

内閣総理大便 殿
援助の内容

住 所

氏 名

趣謡稀号

吉田正喜

国家公務風法（昭和22年法11t"120号)"106条の24第2項の規定により、次のとおり
届け出ます-．
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′月､Tきち〃

H3､a.1.I 易%"r'･

梨職駄息日な(，
。

ー一で一 一→

1 （ ふ り がな ）

氏 糸
■■■■■■■■■■■■■
吉田正喜 。

2生 年 月 日 ■■年■■月■■ 日 ‘、

3離職時の宵職 商松地方検察庁検事正‘，

4離職前の求職Ⅲl始日 H 年 月 日

(回離職伽の求職朋始ロがなかった場合）起:一・・

5醗職lylの求職朋始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

イ

所属・官職

'。 ’

'二 ’

在職期間

自H 年 ・月 日

至H 年 月 日

自H 年 月 Iヨ

至H 年 月 日

自H 年 月 日

至H 年 月 日

’

’

職務内容

ノ、 自H 年 月 日

至H 年 月 日

6雛 職 日 H 30 年 6 ．月 25 日 ．

7再 就 職 日 H 30 年 7 ．月 9 日 。 そ-－－

8再魅職先 の

名称及び迎絡先

再就職先の名称： 渋谷公証役堀、

再就職先の辿絡先：
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別記儀式第10（師11条側係） 9再眺轍先の梨務内零 公証業溺鰯

公雁人。I0再就脈先における地位

ll

l

11求 縦 の 承 鵬 の 櫛 無

12徹民人,側.蕊流センターの扱助の獅無

口有 図無.管理恥1職員であった者が再就恥した場合の届出
(国家公務員法(I1g和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 口榔 回無､

13宮民人材交流センクー以外の援助

（■富民人材交流センター以外の媛助がなかった場合）■■■年■■月■■ロ
（ふりがな〉

援助者の氏糸又は翁称

内IMI総理大随 殿

＆

援助の内辮

’催 所

氏 名

抽締排号

闇簡敬
一ゴー

’
F課亘里＝悪，L･宇壷

画家公務良法(IIMW1122年法ilt"120号)"106条の24"2項の規定により、狄のとおり
届け出ます。

且

1 （ふり がな ）

氏 端
葛西敬一

＝ー 一軍畠､‘，

也’’ |年’2生 年 月 日 |］

3雛蝋 1時の ′臼瓢 山形地方検紫庁検｡IF正

4離職前の求轍M1始日 II 30 ¥ 3 月 20 日 ・
も

（□離職前の求職11M始日が鞍かつた場合）

幸司畢世 呈生

4F'二宝雫■EP dLLz二三

5離職前の求縦IⅢ始日から雛轍IﾖまでのIIMの縦艮としての在職状況及び臓務内導 一凸

猟務内容所屈・ ‘隙職 在鞭期Ⅲ}

H II 30ら年 3 ﾉ1 20,, FI
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イ
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6雌 聯 1.1 H 30 ．年 7 " 25 ロ
唾

7藤 剛: MM 11 11 30"" 8 ノ1 6 FI .

B秤就縦先の

名称及び辿絡先

諏就鞭先の名称＆ 札幌中公師役珊

’
再職縦先の述絡先

出＝一面。



'9再就職先の業務内堺
|”亦就縦先における地位10諏就縦先における地位

｜
’

別記概式節10 ("l1条関係） 公羅難務鴫
一

公証人、

’
11求 職 の 承 腿 の 右 無 □;何 回無管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 12鷲腱人材交流センターの援助の蒋無 口揃 画無
冊

13噛民人材交流センター以外の優助

（■官民人材交流ｾﾝﾀｰ以外の製助がなかった場合）■■■年■■月■■閲

|"懸熟"‘ ’
（ふりがな〉

扱助瀞の氏鏑又は鵡称

内I柵絶理大朧 殿
勾 援助の内群援助の内群

’住 所

氏 端

砿砺稀号

＝訂

佐聴主税
－一J■

…＝曇

国家公務典法（昭和22年法#|噸120号）節106条の24節2項の規定に‘1;り、次のとおり
届けIMまず‘，

卜壷.. ワ＝1画 ロ三二 宮詞 匡。 ユ手

＝●

一’
a 一

謹引 岳1 （ふりがな ）
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8碑就脈先の

鍋称及び遮絡先

再離職先の偽称： 葵町公間E役柵痢 ロ■■■ 。■・ロ■ 1■ ■ ー■

’
腕C職先の述絡先
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9再就職先の業務内容 公脈紫務一別記嫌式龍10（鰯11条関係）

10再耽縦先における地位 公眠人

｜
’

11求 縦 の 承 肥 の 布 無 口有 図無
管理職職員であった者が再就聯した場合の届出 ．

(国家公務員法(IIW和22年法律第1 20号）第106条の24第2項関巡） 12官民人〃|・交流センターの扱助の術無 口禰 回無

13宵民人材交流センター以外の掻助

（■官民人材交流センクー以外の援助がなかった場合）■■■年■■月■■、
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国難公瀧風法（昭和22年法祁踊120号）箙106糸の24節2噸の肌矩により、次のとおり
届け出ます”
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公証業務9再就職先の業務内容別記様式第10 ("11条関係）

公狂人

Il求 職 の 承 泌 の 有 無 口有 回無
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連）

■■■年■■月■■同

12官民人材交流センターの援助の有無 口有 図無

13官民人材交流センター以外の扱助

（■官民人材交流センター以外の掻助がなかった場合）
（ふりがな）

援助者の氏名又は名称
内閣総理大臣 殿 援助の内容援助の内容

住 所

氏 名

施話悉号

村瀬正明

国家公務員法（昭和22年法祁第120号）節】06条の24節2項の規定により、次のとおり
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村瀬正明

2生 年 月 日 ■■年■■月■■日
3雛職時の宮職 鹿児島地方検察庁検癖正

4離轍前の求職側始日 H 30 年 3 月 19 日

(口隠職前の求職開始日がなかった場合）

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
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自H 30 年 3 月 19 日

fH 30 年 10 月 30 日

自H 年 月 11

至H 年 月 日 ’

'二 ｜:； 篭 ： ：’

職務内容

検察本務

／、 自H 年 月 日

至H 年 月 日

6雛 職 日 H 30 年 10 月 30 日

7再 就 職 日 H 30 年 11 月 1 日

8再就職先 の

名称及び遮絡先

再就職先の名称： 阪神公証センター

再就職先の迎絡先：

■



9再就職先の業務内容 公証業務別記様式第10(第11条関係）

10再就職先における地位 公証人

I】求 職 の 承 腿 の 有 無’ 口有 回無
管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(国家公務員法（昭和22年法律第120号）第106条の24第2項関連） 12官民人材交流センターの援助の有無 口有 回無

13官民人材交流センター以外の扱助

（■官民人材交流ｾﾝﾀｰ以外の援助がなかった場合）■■■年■■月■■日
（ふりがな）

援助者の氏瑞又は鍋称

内閣総理大臣 殿
f凸

援助の内容援助の内容

住 所

氏 名

砥話番号

奥村沖一

国家公務貝法（昭和22年法祢”20号）第106条の24"2項の規定により、次のとおり
届け出ます。

螂
譲
誠
一

1 （ ふ り がな ）

氏 瑞
■■■■■■■■■■■■■
奥村淳一

2生 年 月 ロ ■■年■■月■■日
3陸職時の宮職 静岡地方検索庁検聯正

毎 局

4離職前の求職側始日 H 30 ¥ 7 月 12 日
” GB
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5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
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6離 職 日 H 30 年 10 月” 日
［‘

7再 就 職 日 H 31 年 1 月 2 日
〃

8再就噸先 の

名称及び連絡先

再就職先の名称： 新宿公狂役珊。 。

再就職先の連絡先： ■■■■■
■■■■


